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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２９年３月２７日（平成２９年（行個）諮問第５７号） 

答申日：平成３０年１２月２５日（平成３０年度（行個）答申第１５６号） 

事件名：本人に対する休業補償給付の不支給決定に係る調査復命書等の一部開

示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「本人に対して特定労働基準監督署長が平成２８年特定月日付けで行っ

た労働者災害補償保険の休業補償給付の不支給決定に係る調査書類一式」

に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報」という。）に

つき，その一部を不開示とした決定について，審査請求人が開示すべきと

し，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については，別表の６欄

に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，秋

田労働局長（以下「処分庁」という。）が，平成２８年１１月２２日付け

秋労発基１１２２第４号により行った一部開示決定（以下「原処分」とい

う。）について，その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求の趣旨 

    原処分（不開示とした部分とその理由アのうち特定の個人を識別する

ことができる情報であるためこれらの情報が記載されている部分を不開

示とした）を取り消し，部分開示とするよう求めます。 

（２）審査請求の理由 

ア 審査請求人は平成２８年１０月７日付けで処分庁に開示請求を行っ

たことから原処分を受けた。 

イ 処分庁は，その理由を，「これらは審査請求人以外の個人に関する

情報であって，特定の個人を識別することができる情報であるため，

これらの情報が記載されている部分を不開示とした。」 

ウ しかしながら，原処分にある当該文書の内容は，すでに平成２８年

特定月日特定番号の特定労働基準監督署長からの意見書において公に
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されている情報であって，特定の個人を識別することができない情報

であることから，不開示とする理由はなく，秋田労働局は条例の適用

を誤っていると考えられます。よって，法５条（行政文書の開示義

務）及び６条２項（部分開示）の規定に違反しており，違法である

（原文ママ）。 

エ 原処分により，審査請求人は，行政機関の保有する情報の公開に関

する法律１章１条の，行政文書の開示を請求する権利につき定めるこ

と等により，政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うさ

れるようにするとともに，国民の的確な理解と批判の下にある公正で

民主的な行政の推進に資することを目的としたことを考えれば，審査

請求人の権利が行使されていない。 

オ 以上のことから，原処分（開示決定通知書の１記載の処分から不開

示とした部分とその理由アのうち，特定の個人を識別することができ

る情報であるためこれらの情報が記載されている部分を不開示とし

た）の取り消しを求めるため，本審査請求を提起した。      

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 

（１）本件審査請求の経緯 

ア 審査請求人は，平成２８年１０月７日付けで，処分庁に対して，法

１２条１項の規定に基づき，「本人に対して特定労働基準監督署長が

平成２８年特定月日付けで行った労働者災害補償保険の休業補償給付

の不支給決定に係る調査書類一式」に係る開示請求を行った。 

イ これに対して，処分庁が原処分を行ったところ，審査請求人がこれ

を不服とし，原処分で不開示とされた部分のうち，一部の開示を求め

て，平成２８年１２月２７日付け（同日受付）で審査請求を提起した

ものである。 

（２）諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，審査請求人が開示を求める部分のうち一部を新

たに開示した上で，別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報に

ついては，法１４条２号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに基づき，原

処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（３）理由 

ア 本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，「本人に対して特定労働基準監督署長が

平成２８年特定月日付けで行った労働者災害補償保険の休業補償給

付の不支給決定に係る調査書類一式」である。 

イ 不開示情報該当性について 

（ア）法１４条２号の不開示情報 
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ａ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１，２

の①，３の①，４の①，６，８，１３の①，１３の②，１６，２

０，２１，２２，２３，２４，２５，２６，２７，２８，２９の

①，２９の②，３０，３２の①，３３の①，３４の①，３５，３

７，３８の①，３９の①，４０の①，４１の①，４２の①，４３

の①，４４の①及び４５の不開示部分は，審査請求人以外の氏名，

印影など，審査請求人以外の個人に関する情報であって，審査請

求人以外の特定の個人を識別することができるものであるため，

当該情報は，法１４条２号本文に該当し，かつ同号ただし書イか

らハまでのいずれにも該当しないため，原処分を維持して不開示

とすることが妥当である。 

ｂ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号２の②，

３の②，４の②，３４の③，３８の②，３９の②，４０の②，４

１の②，４２の②，４３の②及び４４の②の不開示部分は，特定

労働基準監督署の調査官等が本件労災請求に係る処分を行うにあ

たり，審査請求人以外の特定個人から聴取をした内容等である。

当該聴取内容等に関する情報が開示された場合には，被聴取者等

が，不当な干渉を受けることが懸念され，審査請求人以外の個人

の権利利益を害するおそれがあるため，当該情報は，法１４条２

号本文に該当し，かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該

当しないため，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（イ）法１４条３号イの不開示情報 

別表に記載した情報のうち，文書番号２の③，４の③，１０，１

２，１３の②，１７，３１，３２の②，３３の②及び３４の②の不

開示部分は，特定事業場等の印影及び内部情報である。これらの情

報が開示された場合には，偽造，改ざん等により悪用されるおそれ

がある等，当該事業場又は個人の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあることから，法１４条３号イに該当するた

め，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。   

（ウ）法１４条３号ロの不開示情報 

別表に記載した情報のうち，文書番号２９の②の不開示部分は，

当該事業場等が一般に公にしていない内部情報である。これらの情

報については，行政機関の要請を受けて，開示しないとの条件で任

意に提供されたものであって，法人等又は個人における通例として

開示しないこととされているものであることから，法１４条３号ロ

に該当するため，不開示とすることが妥当である。 

（エ）法１４条７号柱書きの不開示情報 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号２の②，
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３の②，４の②，３４の③，３８の②，３９の②，４０の②，４１

の②，４２の②，４３の②及び４４の②の不開示部分は，特定労働

基準監督署の調査官等が本件労災請求に係る処分を行うにあたり，

審査請求人以外の特定個人から聴取した内容等である。これらの聴

取内容等が開示された場合には，審査請求人以外の個人の権利利益

を害するおそれがあることは，上記（ア）ｂで既に述べたところで

ある。 

加えて，これらの情報を開示するとした場合，被聴取者が心理的

に大きな影響を受け，被聴取者自身が把握・認識している事実関係

について申述することをちゅうちょし，労災請求人側，事業場側い

ずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避するといった事態が発

生し，公正で的確な労災認定を実施していく上で必要不可欠な事実

関係についての客観的申述を得ることが困難になるおそれがある。

したがって，これらの情報は，開示することにより，労働基準監督

署における労災認定等の事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあることから，法１４条７号柱書きの不開示情報に該当するた

め，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

ウ 本来不開示とする部分について 

 文書番号１３の１頁うち，特定事業場等の印影については，開示

することにより事務の性質上，当該事務の適正な遂行に支障を及ぼ

す情報であり，法１４条３号イの不開示情報に該当するため，本来

は不開示とするべき情報である。 

しかしながら，当該部分については，処分庁における誤った判断に

より，既に開示済みとなっているものである。 

したがって，当該部分について，本来不開示とすべき情報である

が，既に原処分において開示した部分は審査請求人の知るところと

なっているものであり，改めてこれを取り消し，不開示とすること

は合理的でないため，当該情報については，原処分で開示した部分

に限り，開示を維持するものとする。 

（４）結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変

更し，原処分において不開示とした部分のうち一部を新たに開示した上

で，別表中「不開示を維持する部分」欄に掲げる情報については，法１

４条２号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに基づき，原処分を維持して

不開示とすることが妥当である。 

 ２ 補充理由説明書 

 法４３条１項の規定に基づき，平成２９年３月２７日付け厚生労働省発

基０３２７第１号により諮問した平成２９年（行個）諮問第５７号に係る
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諮問書理由説明書（以下「理由説明書」という。）について，諮問庁にお

いては，一部を除き原処分を維持すべきものとして諮問したものであるが，

理由説明書について，以下のとおり修正を行う（下線部分が追加・修正

部分）。 

（１）不開示情報該当性について 

    理由説明書の該当部分を以下のとおり修正する。 

ア 法１４条２号の不開示情報 

（ア）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１，２の

①，３の①，４の①，６，８，１３の①，１３の②，１６，２０，

２１，２２，２３，２４，２５，２６，２７，２８，２９の①，２

９の②，３０，３１の②，３２の①，３３の①，３４の①及び②，

３５，３７，３８の①，３９の①，４０の①，４１の①，４２の①，

４３の①，４４の①，４５の不開示部分は，審査請求人以外の氏名，

印影など，審査請求人以外の個人に関する情報であって，審査請求

人以外の特定の個人を識別することができるものであるため，当該

情報は，法１４条２号本文に該当し，かつ同号ただし書イからハま

でのいずれにも該当しないため，原処分を維持して不開示とするこ

とが妥当である。 

（イ）略 

イ 法１４条３号イの不開示情報 

別表に記載した情報のうち，文書番号２の③，４の③，１０，１

２，１３の②，１６，１７，２１，３１の①，３２の②，３３の

②，３４の②の不開示部分は，特定事業場等の印影及び内部情報で

ある。これらの情報が開示された場合には，偽造，改ざん等により

悪用されるおそれがある等，当該事業場又は個人の権利，競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあることから，法１４条３

号イに該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当で

ある。 

ウ （略） 

エ （略） 

（２）理由説明書別表の修正等について 

    理由説明書別表の該当部分を以下のとおり追加・修正する。 

文

書

番

号 

対象文書名 不開示を維持する部分 不開示情報 

（法１４条該当

号） 

２

号 

３

号

３

号

７

号
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イ ロ 柱

書

き 

３ 精神障害等専

門部会意見書 

②①を除く２頁不開示部分のうち１０

行目２７文字目ないし１４行目１２文

字目を除く不開示部分，３頁不開示部

分のうち３４行目２１文字目ないし３

６行目を除く不開示部分，４頁不開示

部分のうち１行目１文字目ないし１５

文字目，２行目３１文字目ないし６行

目２５文字目，１４行目７文字目ない

し１５行目１１文字目，１６行目１０

文字目ないし１５文字目，１７文字

目，１８文字目，２０行目２３文字目

ないし２３行目２９文字目，２４行目

１３文字目ないし２７行目３１文字

目，３２行目９文字目ないし３３行目

１７文字目を除く不開示部分，５頁不

開示部分のうち２行目２７文字目，２

８文字目，２５行目３０文字目ないし

２８行目１７文字目，２９行目１０文

字目ないし１５文字目，１７文字目，

１８文字目，３３行目７文字目ないし

１６文字目を除く不開示部分，６頁不

開示部分のうち２行目１６文字目ない

し２１文字目を除く不開示部分 

○     ○ 

４ 調査復命書② ②③を除く１頁不開示部分のうち「事

案の概要（認定した事実）」欄の４行

目２５文字目ないし５行目１６文字目

を除く不開示部分，２頁不開示部分，

３頁不開示部分のうち「具体的出来

事」欄のうち「（退職を強要され

た）」欄の４行目１０文字目ないし２

１文字目，２７文字目ないし３８文字

目，「具体的出来事」欄のうち「（嫌

がらせ，いじめ，又は暴行を受け

た）」欄の９行目２２文字目ないし１

○     ○ 
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０行目３８文字目，１２行目５文字目

ないし最終文字，１４行目１７文字目

ないし１５行目１３文字目を除く不開

示部分，５頁ないし２２頁不開示部

分，２３頁不開示部分のうち「認定事

実」欄の２行目３５文字目ないし４行

目３５文字目，６行目５文字目ないし

４１文字目，９行目４文字目ないし５

２文字目を除く不開示部分，２４頁不

開示部分，２８頁不開示部分 

１

６ 

職員名簿 １頁不開示部分 ○ ○     

２

１ 

審査請求人勤

務シフト表 

２頁ないし１９頁不開示部分 ○ ○     

３

１ 

診療歴回答 ①１頁法人印影   ○     

②１頁担当者姓 ○       

３

４ 

電話録取書 ②１頁住所欄及び電話欄 ○ ○     

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２９年３月２７日   諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年４月１３日      審議 

   ④ 同年１２月２１日     本件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑤ 平成３０年１０月２６日  諮問庁から補充理由説明書を収受 

   ⑥ 同年１１月２９日     審議 

   ⑦ 同年１２月２０日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，「本人に対して特定労働基準監督署長が平成

２８年特定月日付けで行った労働者災害補償保険の休業補償給付の不支給

決定に係る調査書類一式」に記録された保有個人情報であり，具体的には，

別表に掲げる文書番号１ないし文書番号４９に記録された保有個人情報で

ある。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号，３号

イ及びロ並びに７号柱書きに該当するとして不開示とする原処分を行った

ところ，審査請求人は，審査請求書において，「本件処分のうち「１記載
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の処分」（原処分での本件対象保有個人情報の記載項目）から，「不開示

とした部分とその理由」（原処分で不開示理由として掲げている部分）ア

のうち，特定の個人を識別することができる情報であるためこれらの情報

が記載されている部分を不開示とした取り消しを求める」としており，諮

問庁が法１４条２号を不開示理由としている箇所の開示を求めている。 

これに対して，諮問庁は，諮問に当たり，原処分における不開示部分の

一部を新たに開示することとするが，その余の部分については，原処分を

維持することが妥当としていることから，本件対象保有個人情報を見分し

た結果を踏まえ，審査請求人が開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とす

べきとしている部分の不開示情報該当性について，以下，検討する。 

なお，審査請求人は，特定労働基準監督署長による休業補償給付の支給

に関する処分の取消しを求めるとして，秋田労働者災害補償保険審査官に

対して労働者災害補償保険法に基づく審査請求を行っており，これにより，

原処分より前に，審査請求人に対して特定労働基準監督署長の意見書（以

下「監督署の意見書」という。）が送付され，審査請求書には，監督署の

意見書が添付されていた。そうすると，審査請求人は，原処分より前に，

監督署の意見書に記載されている内容を承知しているものと認められるこ

とから，以下の検討においては，この内容も踏まえることとする。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）別表の６欄に掲げる部分について 

ア 通番１，通番３１（１頁印影部分）及び通番３２について 

当該部分は，医師の印影であり，法１４条２号本文前段に規定する

審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別す

ることができるものに該当するが，原処分において開示されている

情報から審査請求人が知り得る情報と認められることから，同号た

だし書イに該当すると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当せず，開示すべきで

ある。 

   イ 通番３，通番５，通番７，通番３４，通番３８，通番４０，通番４

２，通番４４及び通番４６について 

当該部分は，特定労働基準監督署の担当官が審査請求人以外の第三

者から聴取した内容又は医師の意見が記載されており，いずれも法

１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報

であって，特定の個人を識別することができるものに該当するが，

監督署の意見書に記載されている内容から推認できる情報であり，

審査請求人が知り得る情報と認められることから，同号ただし書イ

に該当すると認められる。また，同様の理由により，これを開示し

ても，労働基準監督機関が行う労災認定の事務の適正な遂行に支障
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を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号及び７号柱書きのいずれに

も該当せず，開示すべきである。 

ウ 通番１１，通番１２及び通番２９について 

通番１１及び通番１２は，特定事業場の組織機構図及び職員名簿に

記載された審査請求人が所属する施設の上司及び同僚の職氏名であ

り，通番２９は，特定労働基準監督署の担当官が，電話録取した受

信者の所属先が記載されており，それぞれ氏名と一体として，法１

４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報で

あって，特定の個人を識別することができるものに該当するが，通

番１１及び通番１２は，審査請求人が特定事業場に勤務していた頃

の上司及び同僚の職氏名であり，通番２９は，原処分において開示

されている内容と同様の情報と認められ，いずれも審査請求人が知

り得る情報と認められることから，同号ただし書イに該当し，また，

同様の理由により，これを開示しても，当該事業場の権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号及び３号イのいずれにも該

当せず，開示すべきである。 

エ 通番２２について 

当該部分は，特定年月日に審査請求人と面談を行った者の職氏名及

び審査請求人の発言内容が記載されており，審査請求人の発言内容

は，法１４条２号に規定する審査請求人以外の個人に関する情報で

あるとは認められない。その余の部分である審査請求人と面談を行

った者の職氏名については，同号本文前段に規定する審査請求人以

外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができ

るものに該当するが，審査請求人が面談した相手であり，審査請求

人が知り得る情報と認められることから，同号ただし書イに該当す

ると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当せず，開示すべきで

ある。 

オ 通番２３について 

当該部分は，特定年月日に行われた審査請求人の面談時の位置取り

として記載された審査請求人以外の第三者の役職及び氏名であり，

法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情

報であって，特定の個人を識別することができるものに該当するが，

審査請求人が面談した相手方の役職及び氏名であり，審査請求人が

知り得る情報と認められることから，同号ただし書イに該当すると

認められる。また，審査請求人に開示しないという条件を付するこ
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とが，当該情報の性質，当時の状況に照らして合理的であるとは認

められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号及び３号ロのいずれにも該

当せず，開示すべきである。 

カ 通番２６及び通番２７について 

当該部分は，審査請求人以外の第三者の姓であり，法１４条２号本

文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特

定の個人を識別することができるものに該当するが，当該個人は，

地方公務員であり，当審査会事務局職員をして，当該地方公共団体

の情報公開条例を確認させたところ，当該情報のうち，当該公務員

の職及び氏名に係る部分については，開示請求があった場合は開示

をしなければならないとされ，公表慣行が認められることから，同

号ただし書イに該当すると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当せず，開示すべきで

ある。 

キ 通番２８及び通番４７について 

通番２８は，特定労働基準監督署の担当官が，電話録取した受信者

の担当名が記載されており，通番４７は，審査請求人と面談をした

審査請求人以外の第三者の役職名及び姓が記載されており，それぞ

れ氏名と一体として，法１４条２号本文前段に規定する審査請求人

以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することがで

きるものに該当するが，通番２８は，原処分において開示されてい

る情報と同様の内容と認められ，通番４７は，審査請求人が面談し

た職員の役職名及び姓であり，いずれも審査請求人が知り得る情報

と認められることから，いずれも同号ただし書イに該当すると認め

られる。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当せず，開示すべきで

ある。 

ク 通番３１（上記アを除く部分。）について 

当該部分は，独立行政法人等の職員の氏名であり，法１４条２号本

文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特

定の個人を識別することができるものに該当する。 

次に，法１４条２号ただし書該当性について検討すると，当該情報

は独立行政法人等の職員の職務遂行に関係した書類に記載された氏

名であり，当該氏名は，職員録（独立行政法人国立印刷局編）によ

り特定できるため，審査請求人が慣行として知ることができ，又は

知ることが予定されている情報であるとして，同号ただし書イに該

当すると認められる。 
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したがって，当該部分は，法１４条２号に該当せず，開示すべきで

ある。 

（２）その余の部分について 

ア 法１４条２号該当性について 

（ア）通番２及び通番６について 

当該部分は，「事業場（所属部署）内における当該労働者の位置

づけ」欄であり，特定事業場の関係者の氏名及び役職が記載されて

おり，かつ，被聴取者には○印が記載されている。 

関係者の氏名及び被聴取者であることを示す○印の有無は，一体

として法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関

する情報であって，特定の個人を識別することができるものに該当

し，同号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は認められ

ず，当該部分は一体として個人識別部分であることから，法１５条

２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

（イ）通番８，通番９（４頁部分），通番１０，通番１３，通番１５，

通番１７，通番１８，通番１９（印影部分を除く。），通番２０，

通番２１（印影部分を除く。），通番２２，通番２４（印影部分を

除く。），通番２５，通番２８，通番３１（５頁，８頁及び２１頁

部分），通番３３，通番３５，通番３７，通番３９，通番４１，通

番４３，通番４５及び通番４７について 

通番８は，資料目次に記載された審査請求人以外の第三者の氏名

であり，通番９，通番１０，通番２４，通番２５，通番３１（２１

頁部分）は，特定労働基準監督署に報告を行った担当者の職氏名及

び内線番号であり，通番２８，通番３３，通番３５，通番３７，通

番３９，通番４１，通番４３及び通番４５は，特定労働基準監督署

の担当官から聴取を受けた審査請求人以外の第三者の住所，職業，

氏名及び生年月日であり，通番１３，通番１５，通番１７，通番２

２及び通番３１（５頁及び８頁部分）は，特定労働基準監督署の担

当官の求めに応じて特定事業場が提出した資料又は医師が提出した

意見書の添付資料に記載された審査請求人以外の第三者の職氏名，

署名及び印影であり，通番１８及び通番２０は，特定事業場から特

定労働基準監督署に提出された賃金台帳に記載された審査請求人以

外の第三者の氏名，役職，性別，所属，社員コード，生年月日，入

社年月日，住所及び賃金の支払い状況であり，通番１９及び通番２

１は，特定事業場から特定労働基準監督署に提出されたタイムカー

ドに記載された審査請求人以外の第三者の氏名及び出勤状況であり，
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通番４７は，特定労働基準監督署の担当官が作成した復命書及び添

付資料に記載された審査請求人以外の第三者の職氏名である。 

当該部分は，それぞれ，氏名と一体として，法１４条２号本文前

段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の

個人を識別することができるものに該当し，かつ，審査請求人が知

り得る情報であるとは認められないことから，同号ただし書イに該

当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。 

また，法１５条２項の部分開示について検討すると，当該部分の

うち，職氏名，内線番号，住所，生年月日，署名，印影，性別，所

属，社員コード及び入社年月日については，個人識別部分であるこ

とから，法１５条２項による部分開示の余地はない。 

また，その余の部分である賃金の支払い状況及び出勤状況につい

ては，一般に他人に知られたくないものであり，同僚等の職場関係

者にとって，当該個人を特定する手掛かりとなり得るものであるた

め，審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがないとは認

められないことから，部分開示できない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

（ウ）通番１，通番９（上記（イ）を除く。），通番１６，通番１９

（印影部分），通番２１（印影部分），通番２４（印影部分）及び

通番３１（上記（イ）を除く。）について 

当該部分のうち通番１及び通番３１は医師の署名及び印影であり，

その余の部分は特定個人の印影であり，いずれも法１４条２号本文

前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定

の個人を識別することができるものに該当する。 

個人の署名及び印影については，当該個人の氏名を審査請求人が

知り得るとしても署名及び印影まで開示する慣行があるとは認めら

れないため，法１４条２号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ

及びハに該当する事情も認められない。また，当該部分は個人識別

部分であり，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

（エ）通番４について 

当該部分は，地方労災医員の署名であり，法１４条２号本文前段

に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって特定の個人

を識別することができるものに該当する。 

地方労災医員の氏名は，「各行政機関における公務員の氏名の取

扱いについて」（平成１７年８月３日付け情報公開に関する連絡会
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議申合せ）における「職務遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏

名」に該当し，特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き，開示

することとされている。 

しかしながら，署名まで開示する慣行があるとは認められないこ

とから，上記（ウ）と同様の理由により，法１４条２号に該当し，

不開示とすることが妥当である。 

イ 法１４条２号及び３号イ該当性について 

（ア）通番１１，通番１２及び通番２９について 

通番１１は，特定事業場の組織機構図に記載された役職名及び氏

名であり，通番１２は，特定事業場の介護員の職員名簿に記載され

た審査請求人以外の第三者の契約形態に係る事項，電話番号，郵便

番号及び住所であり，通番２９は，特定労働基準監督署の担当官が

作成した電話録取書の受信者欄に記載された審査請求人以外の第三

者の電話番号であり，いずれも法１４条２号本文前段に規定する審

査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別する

ことができるものに該当し，審査請求人が知り得る情報とは認めら

れないことから，同号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及び

ハに該当する事情も認められず，また，個人識別部分であることか

ら，法１５条２項の部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号イに

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（イ）通番１４について 

ａ 通番１４のうち，印影部分は，法１４条２号本文前段に規定す

る審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識

別することができるものに該当する。 

個人の印影については，当該個人の氏名を審査請求人が知り得

るとしても印影まで開示する慣行があるとは認められないため，

上記ア（ウ）と同様の理由により，法１４条２号に該当し，同

条３号イについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥

当である。 

ｂ 通番１４のうち，印影の枠部分は，当該資料の担当者を特定し

得る当該事業場の内部情報であり，審査請求人が知り得る情報と

は認められないことから，これを開示すると，取引関係や人材確

保の面等において，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，同条２号

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

ｃ その余の部分は，特定事業場の介護職員の勤務表に記載された
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氏名，保有資格，勤務時間及び勤務時間の集計部分であり，行ご

とに一体として法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外

の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができ

るものに該当し，同号ただし書イないしハに該当する事情も認め

られない。 

  次に，法１５条２項による部分開示について検討すると，氏名

及び保有資格は，個人識別部分であることから，部分開示の余地

はない。その余の部分である勤務時間及び勤務時間の集計部分は，

一般に他人に知られたくない情報であり，当該個人を特定する手

掛かりとなり得るものであるため，これを開示することにより審

査請求人以外の第三者の権利利益を害するおそれがないとは認め

られないことから，部分開示できない。 

    したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号イ

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

ウ 法１４条２号及び３号ロ該当性について 

通番２３は，審査請求人以外の第三者の氏名であり，法１４条２号

本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものに該当し，審査請求人の知

り得る情報であるとは認められないことから，同号ただし書イに該

当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。ま

た，当該部分は個人識別部分であることから，法１５条２項による

部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号ロにつ

いて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

エ 法１４条２号及び７号柱書き該当性について 

（ア）通番３，通番５及び通番７について 

ａ 当該部分のうち，特定労働基準監督署の担当調査官が聴取した

被聴取者の職名及び氏名部分については，それぞれ法１４条２号

本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書

イないしハに該当する事情も認められない。また，当該部分は個

人識別部分であることから，法１５条２項による部分開示の余地

もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱

書きについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

ある。 

ｂ その余の部分については，特定労働基準監督署の担当調査官が，

審査請求人以外の第三者から聴取した内容又は医師から提出を受
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けた意見書の内容であり，これらを開示すると，被聴取者等が，

労災給付請求者である審査請求人からの批判等を恐れ，被聴取者

等自身が認識している事実関係等について直接的な申述を行うこ

とをちゅうちょし，労災給付請求者側又は所属事業場側いずれか

一方に不利になる申述を意図的に忌避するなど，正確な事実関係

の把握が困難となるおそれがあり，労働基準監督機関が行う労災

認定の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められ

る。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条

２号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

ある。         

（イ）通番３０，通番３４，通番３６，通番３８，通番４０，通番４２，

通番４４及び通番４６について 

ａ 通番３４，通番３６，通番３８，通番４０，通番４２，通番４

４及び通番４６のうち，特定労働基準監督署の担当調査官が聴取

した者の署名及び印影については，法１４条２号本文前段に規定

する審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を

識別することができるものに該当し，同号ただし書イないしハに

該当する事情も認められない。また，当該部分は個人識別部分で

あり，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱

書きについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

ある。 

ｂ その余の部分については，特定労働基準監督署の担当調査官が

本件労災請求に対する処分に当たり審査請求人以外の第三者から

聴取した内容であり，上記（ア）ｂと同様の理由により，当該部

分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２号について判断する

までもなく，不開示とすることが妥当である。  

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ その他について 

 当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，審査請求人は，

特定労働基準監督署長による労災保険給付の不支給決定を不服として，秋

田労働者災害補償保険審査官に対し，労働者災害補償保険法に基づく審査

請求を提起しており，原処分後に，上記労災保険給付に係る審査請求事件

について，秋田労働者災害補償保険審査官による決定がなされ，審査請求

人に対しては既に当該決定書の送付がなされているとのことであった。 
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本件開示請求に係る原処分時においては，当該決定書の内容を審査請求

人が知り得る状況ではないが，当該決定書の送付により，当該決定書記載

の情報については不開示とする事情は失われていると認められることから，

諮問庁の現時点における対応としては，当該決定書により審査請求人が知

り得る情報については開示することが望ましい。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに該当するとして不開示とした決定に

ついては，審査請求人が開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とすべきと

している部分のうち，別表の６欄に掲げる部分を除く部分は，同条２号，

３号イ及び７号柱書きに該当すると認められるので，同条３号ロについて

判断するまでもなく，不開示とすることが妥当であるが，別表の６欄に掲

げる部分は，同条２号，３号イ及びロ並びに７号柱書きのいずれにも該当

せず，開示すべきであると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別表 

１

文

書

番

号 

２対象文書

名 

３

通

番 

４諮問庁が「不

開示を維持する

部分」としてい

る部分 

５不開示情報 

（法１４条該当

号） 

６開示すべき部分 

２

号 

３

号

イ 

３

号

ロ 

７

号

柱

書

き 

１ 請求書，不

支給決定通

知 

１ １頁氏名及び印

影 

○       印影部分 

２ 調査復命書 ２ ①２８頁役職及

び氏名 

○        

３ ②１頁労働者数

以外の不開示部

分のうち「事案

の概要（認定し

た事実）」欄の

４行目２５文字

目ないし５行目

１６文字目を除

く不開示部分，

２頁不開示部分

のうち「具体的

出来事」欄のう

ち「（上司とト

ラ ブ ル が あ っ

た）」欄の９行

目２２文字目な

いし１０行目３

８文字目，１２

行目５文字目な

いし３９文字目

を除く不開示部

分，４頁不開示

部分，６頁ない

○     ○ ２頁「具体的出来

事」欄「（退職を

強要された）」欄

２行目１６文字目

ないし２０文字

目，３行目８文字

目，９文字目及び

７行目２７文字目

ないし３１文字

目，「（上司との

トラブルがあっ

た）」欄３行目１

文字目ないし５文

字目，７文字目な

いし９文字目及び

５行目１文字目な

いし４文字目，６

頁「調査結果」欄

１行目，２行目，

２７行目１文字目

ないし８文字目及

び１２文字目ない

し２８行目１１文
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し２２頁不開示

部分，２３頁不

開示部分のうち

「認定事実」欄

の２行目３５文

字目ないし４行

目３５文字目，

６行目５文字目

ないし４１文字

目，９行目４文

字目ないし５２

文字目を除く不

開示部分，２４

頁不開示部分，

２９頁不開示部

分 

字目，７頁「調査

結果」欄１行目，

２行目，１５行目

ないし１７行目，

２２行目ないし２

４行目，４２行目

１文字目ないし６

文字目，９文字目

ないし４４行目，

４９行目，５０行

目，７２行目１文

字目，２文字目及

び６文字目ないし

７３行目，８頁

「調査結果」欄２

１行目ないし２３

行目，２８行目，

２９行目，４２行

目１文字目ないし

１６文字目，４４

行目１文字目ない

し７文字目及び１

１文字目ないし４

５行目，９頁「調

査結果」欄２３行

目４文字目ないし

６文字目，９文字

目ないし２５行

目，５２行目４文

字目ないし６文字

目及び９文字目な

いし５３行目，１

０頁「調査結果」

欄１２行目４文字

目ないし６文字目

及び９文字目ない

し１４行目，「認



 19 

定事実」欄１行目

５７文字目ないし

２行目８文字目，

１２文字目ないし

２８文字目及び４

行目３３文字目な

いし５１文字目，

１２頁「調査結

果」欄１６行目な

いし２７行目，１

３頁「調査結果」

欄２７行目ないし

３８行目，１４頁

「調査結果」欄６

１行目８文字目な

いし６３行目，１

７頁「調査結果」

欄３行目ないし１

０行目，２２行

目，２３行目及び

２６行目ないし４

３行目，１８頁

「調査結果」欄５

行目，６行目，１

４行目，１５行

目，４０行目１文

字目ないし８文字

目及び１２文字目

ないし４１行目１

１文字目，２０頁

「調査結果」欄１

行目，２行目，１

５行目ないし１７

行目，２２行目な

いし２４行目，４

２行目１文字目な

いし６文字目及び
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９文字目ないし４

４行目，２１頁

「調査結果」欄１

行目，２行目，２

４行目１文字目，

２文字目，６文字

目ないし２５行

目，４６行目ない

し４８行目，５３

行目及び５４行

目，２２頁１１行

目１文字目ないし

１６文字目，１３

行目１文字目ない

し７文字目，１１

文字目ないし１４

行目，３８行目４

文字目ないし６文

字目及び９文字目

ないし４０行目，

２３頁「調査結

果」欄２０行目４

文字目ないし６文

字目，９文字目な

いし２１行目，３

４行目４文字目な

いし６文字目及び

９文字目ないし３

６行目 

 ③１頁労働者数   ○      

３ 

 

精神障害等

専門部会意

見書 

４ ①２頁署名 ○         

５ ②①を除く２頁

不開示部分のう

ち本文１０行目

２７文字目ない

し１４行目１２

文字目を除く不

○     ○ ３頁２行目１文字

目ないし３文字

目，５文字目及び

６文字目 
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開示部分，３頁

不開示部分のう

ち３４行目２１

文字目ないし３

６行目を除く不

開示部分，４頁

不開示部分のう

ち１行目１文字

目ないし１５文

字目，２行目３

１文字目ないし

６行目２５文字

目，１４行目７

文字目ないし１

５行目１１文字

目，１６行目１

０文字目ないし

１５文字目，１

７文字目，１８

文字目，２０行

目２３文字目な

いし２３行目２

９文字目，２４

行目１３文字目

ないし２７行目

３１文字目，３

２行目９文字目

ないし３３行目

１７文字目を除

く不開示部分， 

５頁不開示部分

のうち２行目２

７文字目，２８

文字目，２５行

目３０文字目な

いし２８行目１

７文字目，２９
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行目１０文字目

ないし１５文字

目 ， １ ７ 文 字

目 ， １ ８ 文 字

目，３３行目７

文字目ないし１

６文字目を除く

不開示部分， 

６頁不開示部分

のうち２行目１

６文字目ないし

２１文字目を除

く不開示部分 

４ 調査復命書

② 

６ ①２７頁役職及

び氏名 

○        

７ ②③を除く１頁

不開示部分のう

ち「事案の概要

（ 認 定 し た 事

実）」欄の４行

目２５文字目な

いし５行目１６

文字目を除く不

開示部分，２頁

不開示部分，３

頁不開示部分の

うち「具体的出

来事」欄のうち

「（退職を強要

された）」欄の

４行目１０文字

目ないし２１文

字目，２７文字

目ないし３８文

字目，「具体的

出来事」欄のう

ち 「 （ 嫌 が ら

○     ○ ２頁（２）欄１０

行目１１文字目な

いし２０文字目，

６頁「調査結果」

欄１行目，２行

目，２７行目１文

字目ないし８文字

目及び１２文字目

ないし２８行目１

１文字目，７頁

「調査結果」欄１

行目，２行目，１

５行目ないし１７

行目，２２行目な

いし２４行目，４

２行目１文字目な

いし６文字目，９

文字目ないし４４

行目，４９行目，

５０行目，７２行

目１文字目，２文

字目及び６文字目
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せ，いじめ，又

は 暴 行 を 受 け

た）」欄の９行

目２２文字目な

いし１０行目３

８文字目，１２

行目５文字目な

いし最終文字，

１４行目１７文

字目ないし１５

行目１３文字目

を除く不開示部

分，５頁ないし

２２頁不開示部

分，２３頁不開

示 部 分 の う ち

「認定事実」欄

の２行目３５文

字目ないし４行

目３５文字目，

６行目５文字目

ないし４１文字

目，９行目４文

字目ないし５２

文字目を除く不

開示部分，２４

頁不開示部分，

２８頁不開示部

分 

ないし７３行目，

８頁「調査結果」

欄２１行目ないし

２３行目，２８行

目，２９行目，４

２行目１文字目な

いし１６文字目，

４４行目１文字目

ないし７文字目及

び１１文字目ない

し４５行目，９頁

「調査結果」欄２

３行目４文字目な

いし６文字目，９

文字目ないし２５

行目，５２行目４

文字目ないし６文

字目及び９文字目

ないし５３行目，

１０頁「調査結

果」欄１２行目４

文字目ないし６文

字目及び９文字目

ないし１４行目，

「認定事実」欄１

行目５７文字目な

いし２行目９文字

目，１３文字目な

いし２８文字目，

３行目２文字目な

いし４文字目及び

３３文字目ないし

５１文字目，１２

頁１６行目ないし

２７行目，１３頁

２７行目ないし３

８行目，１４頁６
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１行目８文字目な

いし６３行目，１

７頁「調査結果」

欄３行目ないし１

０行目，２２行

目，２３行目及び

２６行目ないし４

３行目，１８頁５

行目，６行目，１

４行目，１５行

目，４０行目１文

字目ないし８文字

目及び１２文字目

ないし４１行目１

１文字目，２０頁

「調査結果」欄１

行目，２行目，１

５行目ないし１７

行目，２２行目な

いし２４行目，４

２行目１文字目な

いし６文字目及び

９文字目ないし４

４行目，２１頁１

行目，２行目，２

４行目１文字目，

２文字目，６文字

目ないし２５行

目，４６行目ない

し４８行目，５３

行目及び５４行

目，２２頁「調査

結果」欄１１行目

１文字目ないし１

６文字目，１３行

目１文字目ないし

７文字目，１１文
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字目ないし１４行

目，３８行目４文

字目ないし６文字

目及び９文字目な

いし４０行目，２

３頁「調査結果」

欄２０行目４文字

目ないし６文字

目，９文字目ない

し２１行目，３４

行目４文字目ない

し６文字目及び９

文字目ないし３６

行目 

 ③１頁労働者数   ○      

５ 審査請求人

電話録取書 

  －           

６ 資料目次 ８ １頁不開示部分 ○        

７ 審査請求人

申立書 

  －           

８ 審査請求人

タイムカー

ド 

９ １頁ないし３頁

印 影 ， ４ 頁 氏

名，６頁印影，

８頁印影，１０

頁印影，１２頁

印影，１４頁印

影 

○        

９ 審査請求人

申立書② 

  －           

１

０ 

事業主証明

拒否理由書 

 ２頁法人印影   ○      

１

１ 

審査請求人

賃金台帳 

  －           

１

２ 

臨時職員雇

用契約書 

 １頁ないし２頁

法人印影 

  ○      

１

３ 

職員組織機

構図 

１

０ 

①１頁役職名及

び氏名 

○         
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１

１ 

②２頁不開示部

分 

○ ○     審査請求人と同列

及び左側の列の介

護員氏名，その上

部にある主任及び

副主任の職氏名，

審査請求人所属施

設管理者職氏名及

び理事長職氏名 

１

４ 

法人パンフ

レット 

  －           

１

５ 

就業規程   －           

１

６ 

職員名簿 １

２ 

１頁不開示部分 ○ ○     氏名及び職種欄不

開示部分 

１

７ 

審査請求人

雇用契約書 

 １頁ないし８頁

法人印影 

  ○      

１

８ 

審査請求人

労働者名簿 

  －           

１

９ 

審査請求人

履歴書 

  －           

２

０ 

審査請求人

業 務 内 容

（復帰後） 

１

３ 

  

４頁同僚氏名及

び役職名 

○         

２

１ 

審査請求人

勤務シフト

表 

１

４ 

２頁ないし１９

頁不開示部分 

○ ○       

２

２ 

審査請求人

賃金台帳② 

１

５ 

１頁ないし４頁

不開示部分 

○        

２

３ 

審査請求人

タイムカー

ド② 

１ 

６ 

１頁ないし１０

頁印影，１２頁

ないし１４頁印

影，１６頁印影 

○        

２

４ 

審査請求人

健康診断個

人票 

１

７ 

１頁ないし２頁

不開示部分 

○         

２

５ 

同僚賃金台

帳 

１

８ 

１頁ないし４頁

不開示部分 

○        
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２

６ 

同僚タイム

カード 

１

９ 

１頁ないし１５

頁不開示部分 

○        

２

７ 

同僚賃金台

帳② 

２

０ 

１頁ないし４頁

不開示部分 

○        

２

８ 

同僚タイム

カード② 

２

１ 

１頁ないし１６

頁不開示部分 

○        

２

９ 

審査請求人

に対する照

会事項の回

答 

２

２ 

①１頁ないし５

頁不開示部分，

８頁ないし９頁

不開示部分 

○       ８頁不開示部分，

９頁１５行目１３

文字目ないし１５

文字目及び２１文

字目ないし２４文

字目 

２

３ 

②１１頁不開示

部分 

○   ○   ４行目９文字目な

いし１２文字目及

び５行目５文字目

ないし７文字目 

３

０ 

審査請求人

タイムカー

ド③ 

２

４ 

１頁担当者姓，

２頁印影 

○        

３

１ 

診療歴回答  ①１頁法人印影   ○       

２

５ 

②１頁担当者姓 ○         

３

２ 

診療歴回答

② 

２

６ 

①１頁ないし２

頁担当者姓 

○       全て 

 ②１頁法人印影   ○      

３

３ 

生活保護法

の医療扶助

診療歴回答 

２

７ 

①１頁担当者氏

名 

○       全て  

 ②１頁法人印影   ○      

３

４ 

電話録取書 ２

８ 

①１頁氏名欄 ○       氏名欄１文字目な

いし４文字目 

２

９ 

②１頁住所欄及

び電話欄 

○ ○     住所欄不開示部分 

３

０ 

③１頁録取内容 ○     ○   

３

５ 

主治医意見

書，審査請

求人診療録 

３

１ 

１頁署名及び印

影，５頁署名，

８ 頁 担 当 者 氏

○       １頁印影，８頁１

１行目１６文字目

ないし１９文字目
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名，９頁ないし

１ ２ 頁 担 当 者

姓，１３頁担当

者姓及び印影，

２１頁係名及び

担当者姓並びに

内線番号 

及び１３行目１２

文字目ないし１５

文字目 

３

６ 

審査請求人

面談聴取記

録書 

  －           

３

７ 

審査請求人

聴取書 

３

２ 

１２頁ないし２

１頁印影 

○       全て 

３

８ 

同僚聴取書 ３

３ 

①１頁２行目３

文字目ないし最

終文字，１頁３

行目３文字目な

いし最終文字，

１頁４行目３文

字目ないし最終

文字，１頁５行

目７文字目，８

文字目，１０文

字目，１２文字

目 ， １ ６ 文 字

目，１７文字目 

○        

３

４ 

②１頁８行目な

いし６頁１０行

目 （ 項 番 を 除

く。） 

○     ○ ２頁１２行目２文

字目ないし１３行

目９文字目，３頁

５行目１１文字目

ないし１８文字目

及び２２文字目な

いし６行目９文字

目 

３

９ 

同僚聴取書

② 

３

５ 

①１頁２行目３

文字目ないし最

終文字（手書き

補 正 部 分 含

○         
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む。），１頁３

行目３文字目な

いし最終文字，

１頁４行目３文

字目ないし最終

文字，１頁５行

目７文字目，８

文字目，１０文

字目，１１文字

目 ， １ ３ 文 字

目 ， １ ４ 文 字

目 ， １ ８ 文 字

目，１９文字目

（手書き補正部

分含む。） 

３

６ 

②１頁８行目な

いし７頁１６行

目 （ 項 番 を 除

く。） 

○     ○   

４

０ 

同僚聴取書

③ 

３

７ 

①１頁２行目３

文字目ないし最

終文字，１頁３

行目３文字目な

いし最終文字，

１頁４行目３文

字目ないし最終

文字，１頁５行

目７文字目，８

文字目，１０文

字目，１１文字

目 ， １ ３ 文 字

目 ， １ ４ 文 字

目 ， １ ８ 文 字

目，１９文字目 

○        

３

８ 

②１頁８行目な

いし８頁１５行

目 （ 項 番 を 除

○     ○ ２頁２３行目ない

し３頁６行目，６

頁５行目，１４行
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く。），２頁な

いし６頁欄外印

影 

目，１５行目，１

９行目及び２０行

目，７頁１１行目

１文字目ないし６

文字目及び９文字

目ないし１２行

目，８頁５行目な

いし１２行目 

４

１ 

同僚聴取書

④ 

３

９ 

①１頁２行目３

文字目ないし最

終文字，１頁３

行目３文字目な

いし最終文字，

１頁４行目３文

字目ないし最終

文字，１頁５行

目７文字目，８

文字目，１０文

字目，１２文字

目 ， １ ３ 文 字

目 ， １ ７ 文 字

目，１８文字目 

○        

４

０ 

②１頁８行目な

いし９頁１０行

目 （ 項 番 を 除

く。），２頁な

いし９頁欄外印

影 

○     ○ ６頁１行目，１８

行目１文字目，２

文字目及び６文字

目ないし１９行

目，７頁１０行

目，１１行目，１

５行目及び１６行

目，８頁３行目１

文字目ないし１６

文字目，５行目１

文字目ないし７文

字目，１１文字目

ないし６行目及び

２３行目１７文字

目ないし９頁１行
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目 

４

２ 

同僚聴取書

⑤ 

４

１ 

①１頁２行目３

文字目ないし最

終文字，１頁３

行目３文字目な

いし最終文字，

１頁４行目３文

字目ないし最終

文字，１頁５行

目７文字目，８

文字目，１０文

字目，１２文字

目１３文字目，

１７文字目，１

８文字目 

○        

４

２ 

②１頁８行目な

いし８頁３行目

（ 項 番 を 除

く。） 

○     ○ ４頁５行目ないし

９行目，１７行目

及び２０行目ない

し５頁９行目，６

頁１１行目及び１

２行目 

４

３ 

同僚聴取書

⑥ 

４

３ 

①１頁２行目３

文字目ないし最

終文字，１頁３

行目３文字目な

いし最終文字，

１頁４行目３文

字目ないし最終

文字，１頁５行

目７文字目，８

文字目，１０文

字目，１１文字

目 ， １ ３ 文 字

目 ， １ ４ 文 字

目 ， １ ８ 文 字

目，１９文字目 

○         

４ ②１頁８行目な ○     ○ ４頁２０行目４文
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４ いし５頁１１行

目 （ 項 番 を 除

く。） 

字目ないし６文字

目及び９文字目な

いし２１行目 

４

４ 

同僚聴取書

⑦ 

４

５ 

①１頁２行目３

文字目ないし最

終文字，１頁３

行目３文字目な

いし最終文字，

１頁４行目３文

字目ないし最終

文字，１頁５行

目７文字目，９

文字目，１１文

字目，１２文字

目 ， １ ６ 文 字

目，１７文字目 

○         

４

６ 

②１頁８行目な

いし５頁１１行

目 （ 項 番 を 除

く。） 

○     ○ ４頁２０行目４文

字目ないし６文字

目及び９文字目な

いし２１行目 

４

５ 

実地調査復

命書 

４

７ 

１頁役職名及び

担当者姓，３頁

ないし６頁役職

名及び姓 

○       ３頁ないし５頁役

職名及び姓 

４

６ 

労働時間入

力表 

  －           

４

７ 

労働時間集

計表 

  －           

４

８ 

極度・出来

事確認表 

  －           

４

９ 

恒常的長時

間労働確認

表 

  －           

注）理由説明書・別表の文書番号３の下線部に誤りがあったことから，審査

会事務局において，訂正した。 


